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この冊子は、原則として総務省が毎年度実施する地方財政状況調査に基づく普通

会計の決算数値を用いて作成しています。 

 

普通会計とは、各地方公共団体によって会計の範囲等が異なるため、他団体と比較

できるよう全地方公共団体で同一の基準で統計処理された会計のことです。 

 

河内長野市の平成３０年度の普通会計は、主に一般会計と土地取得特別会計を合算

し、各会計間の重複経費を控除したものとなります。 
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はじめに 

本市では、人口減少や少子高齢化が大きな課題となる中、将来都市像である（人・自

然・歴史・文化輝くふれあいと創造のまち 河内長野）の実現に取り組んでいます。ま

た、資源を活かして工夫を重ね、新たな価値を創造するまちを「スマートシティ」と位

置付け、「スマート」をキーワードに定住人口の維持を目的とした「スマートライフ」、

交流人口の増加を目指した「スマートツーリズム」、行財政改革の推進を目指した「ス

マートガバメント」を三つの柱として、人々に「選ばれる」まちづくりを推進していま

す。 

平成３０年度は、観光魅力発信の強化を図るため、観光ポータルサイトでの情報発信

の強化や情報誌の作成などを実施しました。このほかにも、高齢者の公共交通の利用促

進を図り、外出機会の創出や健康増進、地域の活性化につなげる目的で、７５歳以上の

高齢者がタクシーなどで利用できる助成券を社会実験として配布しました。 

平成３０年度の決算におきましては、少子高齢化や人口減少の影響による個人市民税

の減収に加え、国から交付される株式等譲渡所得割交付金などが減収となったものの、

事業の組換えや業務改革などに取り組むとともに、新たに「包括予算制度」を導入し、

各部局の創意工夫による取組みを促し、現場視点で必要な市民サービスを確保しながら、

予算編成を行った結果、財政調整基金を取り崩さず、黒字を確保することができました。

しかし、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９９．９％となり、前年度から０．９

ポイント悪化し、大阪府内都市平均や類似団体平均と比較して依然として高い水準で推

移しており、財政構造が硬直化した状態が続いています。 

本市では、今後も引き続き人口減少や人口構造の変化などによる市税の減少が予想さ

れる一方で、高齢化による社会保障関係経費の増加や公共施設の老朽化対策関係経費の

増加が見込まれます。このような厳しい状況の中、財政収支を踏まえた施策・事業の選

択と集中による財政基盤の確立がより一層必要となっています。そのために、定住・転

入の促進や産業振興、ふるさと納税の拡充等により、さらなる歳入の増加に努めます。

また、歳出面では、現場視点による創意工夫を行い、庁内・民間連携を図りながら、新

たな市民ニーズに対応した施策・事業を構築することで、市の発展に向けた街づくりを

展開していきます。 

次代を担う子どもたちに負担を先送りすることなく、さまざまな環境の変化に対応で

きる財政基盤の構築と健全な財政運営を確立するためには、市民の皆様のご理解が不可

欠です。この「財政白書」では、当市の財政状況を市民の皆様にお知らせすることで、

財政の健全化に向けた取り組みについて、一層のご理解を賜りたいと考えています。 

なお、専門用語の使用はなるべく避けるようにしましたが、本文中、やむなく使用し

ているところもございます。そのため、市民の皆様が本書をお読みいただく際の一助と

なるよう、巻末に用語集を掲載しましたので、ご活用ください。 
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１ 収支の状況について                            

本市の財政状況について、近年における歳入面の傾向としては、人口減少及び高齢化

に伴う働く世代の減少による個人市民税の減少などにより、市税は減少している状況で

あり、当市財政に対して非常に大きな影響を与えています。 

また、地方交付税は、地方財政計画において地方の安定的な財政運営に必要な一般財

源総額が確保されていること、また、本市の市税が減少していることなどにより、増加

傾向にあります。 

一方、歳出面の傾向を見てみますと、高齢化の影響により、障がい者福祉関係に係る

扶助費の増加、高齢化を背景とした介護保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療療養給

付費負担金等が年々増加している状況です。また、今後においては、人口増加期に建設

された公共施設の老朽化が進み、その更新費用が膨大なものになることが予想されてい

ます。 

このような状況の中で、平成３０年度は事業の組換えや業務改革などに取り組むとと

もに、新たに「包括予算制度」を導入し、各部局の創意工夫による取組みを促し、現場

視点で必要な市民サービスを確保しながら、予算編成を行いました。その結果、財政調

整基金を取り崩さず、黒字を確保することができました。 

 

 

◆収支の状況 

（単位　百万円）

歳入総額
Ａ

歳出総額
Ｂ

形式収支
Ａ－Ｂ＝Ｃ

翌年度
繰越財源

Ｄ

実質収支
Ｃ－Ｄ

財政調整
基金

とりくずし

平成26年度 36,152 35,954 198 180 18 670

平成27年度 34,368 34,083 285 146 139 0

平成28年度 34,730 34,652 78 61 17 220

平成29年度 33,568 33,449 119 82 37 0

平成30年度 33,837 33,699 138 138 0 0
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財政調整基金ってなに？  

 

経済の不況等による大幅な税収減などに対応するため、年度間の財源の不

均衡を調整し、計画的な財政運営を行うための資金を積み立てる基金のこと

をいいます。 

平成３０年度末の河内長野市における人口一人当たりの財政調整基金残

高は、２２，７１３円となり、前年度の２１，８０６円と比較すると、９０

７円の増加となっており、他の都市と比較すると、近隣市（※）、府内都市

平均（※）より低い状況です。 

 

  

◆人口一人当たりの財政調整基金残高の比較 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本書では、当市の財政状況をより多角的に分析するため、「近隣市」、「府内都市」、「類

似団体」と各種財政指標の比較を行っています。 

「府内都市」とは、大阪府内の政令指定都市（大阪市と堺市）及び町村を除いた３１

市のことをいい、「近隣市」は当市から地理的に近く、同一経済圏内にある富田林市、

松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市の５市としています。また、「類似団体」と

は、全国の市町村を人口と産業構造の要素により分類したもののうち、同じ分類に属す

る団体をいいます（詳しくは巻末の用語集をご覧ください）。

財政メモ 
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２ 歳入の状況について                             

歳入の主なものには、市税・地方交付税・国庫支出金・府支出金・市債があり、平成

３０年度はこれらの５項目で歳入全体の約８６．８％を占めています。また、これらの

歳入は、市独自で確保できる収入である自主財源と、国や大阪府などから交付される収

入や、市が発行する市債などの依存財源に大別することができます。 

 

◆歳入の状況 

 

 

 

 

 自主財源 

依存財源 
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 自主財源では特に市税の減少が大きく影響し、平成２６年度から平成３０年度までの

市税の減少額は、約５億１，５００万円となっています。平成３０年度における自主財

源比率（  ）は、約４２．１％でした。一方、依存財源については、地方交付税や国

府支出金の割合が大きく、大部分を占めています。平成３０年度における依存財源の財

源全体に占める割合は約５７．９％となり、前年度から０．３ポイント減少しましたが、

依然として依存財源の割合のほうが高くなっています。 

 

 

◆自主財源、依存財源の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府内都市の自主財源比率はどうなっているの？ 

 

河内長野市の自主財源比率は低下傾向にありますが、平成３０年度の決算

について大阪府内の都市（大阪市、堺市を除く）で比較すると３１市中２３

番目の高さとなっています。また、自主財源比率が５０％以上の都市は泉佐

野市や摂津市など９市、５０％に満たない都市は当市を含め２２市となって

おり、それぞれ自主財源の確保が課題となっています。 

財政メモ 
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３ 市税の状況について                             

市税の主なものには、市民税、固定資産税、都市計画税があります。平成３０年度は

この３税目で市税総額の約９４．７％を占めており、市民税についてはそのうち約８９．

３％が個人市民税であることから、ベッドタウンとしての本市の特徴が構成比からもう

かがわれます。 

平成３０年度の市税全体では、平成２６年度と比較して約５億１，５００万円減少し

ています。この主な要因は、人口減少及び高齢化に伴い個人市民税で約２億４，７００

万円減少したことや、土地や家屋に係る地価下落修正や評価替えの影響により固定資産

税と都市計画税合計で約９，９００万円減少したことなどが挙げられます。 

平成２９年度との比較では、製造業、運輸業、金融業における業績の伸びなどにより

法人市民税が増加した一方で、納税義務者の所得減などの影響による個人市民税の減

少により、市税全体では約４，０００万円減少しました。 

また、市税のピーク時の平成９年度を１００とした場合の市税の指数を見ると、平成

１５年度まで概ね府内都市平均と同程度の減少率で推移していましたが、平成１６年度

からは府内都市平均よりも減少率が大きくなり、平成３０年度は税収がピークを迎えた

平成９年度と比較すると、約７０．３％の水準まで落ち込み、金額にして約５１億２，

３００万円も減少しています。（  ） 

 

◆市税の状況 
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◆平成９年度を１００とした場合の市税の指数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の都市でも市税が減少しているの？ 

 

   各都市の市税収入においても、本市と同様に減少傾向となっています。減少

理由は各都市によって様々ですが、本市と同様に人口減少等が影響しているも

のと考えられます。三位一体改革に伴う税源移譲が実施された平成１９年度と

平成３０年度の市税収入を比較すると、本市では約２４億３，８００万円減少

しています。近隣市では、藤井寺市が約１，６００万円増加していますが、富

田林市約１２億１,７００万円、松原市約６億８，１００万円、羽曳野市約１

０億７，６００万円、大阪狭山市約６億８，０００万円の減少となっており、

本市の減少幅が一番大きいことが分かります。 
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次に、市税について、課税した額に対する収入額の割合を示す徴収率（  ）の状況

ですが、平成１４年度以降、徴収強化の取り組みを実施したことによって上昇し、平成

２１年度に若干の落ち込みが見られるものの、平成３０年度は前年度より０．４ポイン

ト上昇し、９７．７％となりました。また、府内都市平均と比較をしてみると、平成１

５年度以降は府内都市平均を上回っている状況でしたが、他都市でも徴収強化の取り組

みがなされていることから、平成２４年度には府内都市平均を下回り、平成３０年度に

おいては府内都市平均を０．２ポイント下回る結果となりました。 

 

◆市税徴収率の推移（現年課税分、滞納繰越分の合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徴収率が１．０ポイント上昇すればいくらぐらいの金額になるの？ 

 

平成３０年度の河内長野市の市税の課税額の合計は約１２４億２００万

円で、収入額は約１２１億１，６００万円であるため、平成３０年度の徴収

率は９７．７％となっています。 

ここで、徴収強化の取り組みによる収入額への影響を見てみますと、仮に

徴収率が１．０ポイント高かったとすると、収入額は約１２２億４，１００

万円となり、その増加額は約１億２，５００万円にもなります。このように、

徴収強化の取り組みによって市財政に与える影響は非常に大きなものとな

っていますので、今後も徴収率向上にむけて着実に取り組んでいかなければ

なりません。 

財政メモ 
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４ 地方交付税の状況について                          

地方交付税とは、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額を

地方公共団体に交付することによって税源の不均衡を調整し、どの地域においても一定

の行政サービスを提供できるように財源を保障するための地方共有の固有財源のこと

をいいます。 

この地方交付税には２種類あり、ひとつは、標準的な行政水準を確保するための経費

（基準財政需要額）と標準的な税率を適用することで見込まれる税収額（基準財政収入

額）の差額が交付される普通交付税（地方交付税総額の９４％）であり、もうひとつは、

災害などの特別な事情により交付される特別交付税（地方交付税総額の６％）です。 

普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を上回るときに交付され、基準財政

収入額の方が大きい場合には、交付されません。大阪府内の都市について、平成３０年

度の普通交付税の交付状況を見てみると、府内３１都市全てが交付団体となっています。 

 

【普通交付税の算定の仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①臨時財政対策債 

国から地方公共団体に分配される地方交付税の財
源（所得税や酒税などの一定割合分）が不足するた

め、地方公共団体で市債を発行して賄っている。こ
の元利償還金相当額は、後年度の基準財政需要額に
算入される。 

②当該年度分の普通交付税 

①＋②が実質的な普通交付税 

（本来交付されるべき交付税） 

 

 

基準財政 

収入額 

 

 

 

 

 

 

基準財政 

需要額 

臨時財政 

対策債 

振替 

相当額 
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地方財政計画においては、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生、公共施設等の適

正管理に取り組みつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる地方の

一般財源総額について、前年度の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保すること

を基本として地方財政対策を講じることとされました。 

本市における平成３０年度の普通交付税の状況を平成２９年度と比較すると、基準財

政需要額（臨時財政対策債振替前）は約２，０００万円減少し、基準財政収入額は約１

００万円増加しました。その結果、普通交付税は約２，５００万円減少し、臨時財政対

策債発行可能額は約１００万円増加しました。 

主な増減要因として、基準財政需要額について、社会福祉費や高齢者保健福祉費など

の増加によって個別算定経費が約１億３，５００万円、平成２６年度発行の臨時財政対

策債の元金償還開始などにより公債費が約４，２００万円増加したものの、平成１４年

度発行の地域総合整備事業債等の算入終了などによって事業費補正で約３億６００万

円、単位費用の減少などにより包括算定経費が約９，８００万円、地域振興費で約３，

１００万円減少したことなどによって、合計では約２，０００万円減少しました。一方、

基準財政収入額については、所得割が当市単位税額の減少などにより約７，６００万円

減少しましたが、推計基準税額の増加などにより法人税割が約４，０００万円、償却資

産税の基準税額の増加などにより固定資産税が４，６００万円増加したことなどから、

合計では約１００万円の増加となっています。 

また、財政力指数（  ）は、リーマンショックの影響により景気が冷え込んだ平成

２１年度から急激に低下し、平成２４年度以降は横ばいで推移しており、平成３０年度

についても、前年度と同水準の０．６５となりました。今後においては、人口減少や高

齢化により財政力指数は低下する可能性があります。その場合、市独自の施策を実施す

る余裕が徐々になくなる見込みであることから、財政運営はより一層厳しさを増すこと

が懸念されます。 

 

 

◆普通交付税の状況 

（単位　百万円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

基準財政需要額 Ａ 18,203 18,400 17,931 17,927 17,907

　うち臨時財政対策債振替え額 Ｂ 1,884 1,630 1,331 1,446 1,447

振替後基準財政需要額（Ａ－Ｂ） Ｃ 16,319 16,770 16,600 16,481 16,460

基準財政収入額 Ｄ 10,380 10,760 10,882 10,472 10,473

錯誤等 Ｅ -38 0 -15 0 -3

普通交付税（Ｃ－Ｄ＋Ｅ） 5,901 6,010 5,703 6,009 5,984

財政力指数（３ヵ年平均） 0.63 0.63 0.65 0.65 0.65  
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財政力指数ってなに？ 

河内長野市は他市と比べてどうなの？ 

 

財政力指数は、地方公共団体の財政力の強弱を測る指標のことをいい、そ

の算出方法は、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３

ヵ年間の平均値により求められます。平成３０年度について具体的に見てみ

ると、平成２８年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値

は０．６６、平成２９年度は０．６４、平成３０年度は０．６４となり、こ

れら３年間の平均値が財政力指数ですので、平成３０年度における財政力指

数は「０．６５」となります。 

類似団体及び府内都市平均との比較を見てみると、指数の推移はほぼ同じ

傾向を示していますが、類似団体及び府内都市平均を下回っています。 

◆財政力指数の推移 

 

 

 

 

財政メモ 
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特別交付税は、平成２３年度以降、東日本大震災へ対応するため、通常分の特別交付

税交付総額が減少したことなどにより、交付額は減少傾向にありましたが、平成２９年

度と平成３０年度については、災害への対応にかかる費用への措置として、前年度と比

べて交付額は増加しました。 

◆特別交付税の状況 
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５ 目的別歳出と性質別歳出について 

歳出は、例えば福祉や教育にどのくらい使われたかなど行政目的ごとに区別される目

的別歳出と、人件費や扶助費にどのくらい使われたかなど経済的性質ごとに区別される

性質別歳出の２通りの視点で分析されます。 

まず、目的別歳出の構成比を見てみますと、生活保護費や児童手当などが含まれる民

生費が毎年一番大きな比率を占めています。続いて総務費、教育費、公債費、衛生費が

比較的大きな比率を占めています。平成３０年度の主な目的別歳出の状況は以下のとお

りです。 

 

【民生費】（４５．９％） ※（ ）内の数値は構成比（以下同じ） 

 平成２９年度に実施した臨時福祉給付金事業の皆減などにより、前年度に比べて約

２億３，１００万円減少しています。 

 

【総務費】（１０．６％） 

退職手当の増加などにより、前年度と比べ約１億６００万円増加しています。 

 

【教育費】（１０．１％） 

 市内小・中学校の老朽改修工事やトイレ整備工事、また、中学校の空調設備整備工

事などにより、前年度と比べ約２億９００万円増加しています。 

 

【公債費】（９．４％） 

 過去に借り入れた臨時財政対策債の元金償還開始などによる増加がありましたが、

平成４年に借り入れた義務教育施設（用地）整備事業債の償還終了などの減少もあり、

結果として前年度とほぼ同水準となりました（前年度に比べ約１００万円の増加）。 

 

【衛生費】（８．８％） 

 家庭系ごみ収集運搬委託料の減少などにより、前年度に比べて約７，３００万円減

少しています。 
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◆目的別歳出の状況 
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 次に性質別歳出ですが、性質別経費は人件費、扶助費、公債費の「義務的経費」、普

通建設事業費などの「投資的経費」、物件費、繰出金などの「その他経費」に分別され

ます。 

性質別歳出について構成比を見てみますと、生活保護費や児童手当などが含まれる扶

助費が毎年一番大きな比率を占め、これに人件費や公債費を含めた「義務的経費」が歳

出総額の５７．５％を占めています。また、「その他経費」の中では物件費や繰出金が

大きな比率を占めています。平成３０年度の主な性質別歳出の状況は以下のとおりです。 

 

【扶助費（義務的経費）】（３０．１％） ※（ ）内の数値は構成比（以下同じ） 

 平成２９年度に実施した臨時福祉給付金事業の皆減などにより、前年度と比べて約

１億４，４００万円減少しています。 

 

【人件費（義務的経費）】（１８．１％） 

退職手当の増加などにより、前年度と比べ約１億５，４００万円増加しています。 

  

【物件費（その他経費）】（１４．２％） 

平成２９年度に実施した臨時福祉給付金事務委託料の皆減や、都市公園等管理運営

業務委託料の減少などにより、前年度と比べ約６，６００万円減少しています。 

 

【繰出金（その他経費）】（１２．２％） 

 保険基盤安定制度繰出金や国民健康保険事業勘定特別会計繰出金などの増加によ

り、前年度より約８，５００万円増加しています。 

 

【公債費（義務的経費）】（９．４％） 

 過去に借り入れた臨時財政対策債の元金償還開始などによる増加がありましたが、

平成４年に借り入れた義務教育施設（用地）整備事業債の償還終了などの減少もあり、

結果として前年度とほぼ同水準となりました（前年度に比べ約１００万円の増加）。 
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◆性質別歳出の状況 
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特別会計（  ）は、原則として独立採算制により運営することとされていますが、

各特別会計の経費の性質によって保険料や使用料など特定の収入を充てることが適当

でない経費は、市税などを原資とする一般会計からの繰出金にて負担することとされて

います。どのような経費を一般会計から繰出金として支出するかは、毎年、総務省から

示される繰出基準によって定められており、基準に基づく繰出金を「基準内繰出金」、

基準に定められていない繰出金を「基準外繰出金」と言います。 

水道事業会計及び下水道事業会計の状況を見てみますと、水道事業会計への繰出金で

は、基準内においては安全対策事業に要する経費が減少、また、基準外においては簡易

水道施設の維持管理に要する経費が減少しています。下水道事業会計に対する繰出金で

は、基準外において公共下水道における赤字補填が増加しています。 

水道事業会計及び下水道事業会計を除く特別会計への繰出金について、平成３０年度

の国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金は、財政安定化支援事業が増加した影響に

より前年度から増加しました。また、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計へ

の繰出金は、高齢化の影響などによって年々増加傾向にあります。 

 

 

◆水道事業会計及び下水道事業会計への繰出金の状況 
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◆特別会計（水道事業会計及び下水道事業会計を除く）への繰出金の状況 

 

 

 

 

 

河内長野市の特別会計はいくつあるの？ 

 

河内長野市では市民サービスを基本とする一般会計とは別に、特定事業を

区別して別個に処理するために、①国民健康保険事業勘定特別会計、②土地

取得特別会計、③部落有財産特別会計、④介護保険特別会計、⑤後期高齢者

医療特別会計と公営企業として⑥水道事業会計と⑦下水道事業会計を設け

ていますので、全部で７つあります。 

なお、他の市町村との比較を行うための統計調査上の会計区分である普通

会計には、一般会計と土地取得特別会計が含まれます。 
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６ 人件費の状況について 

本市における人件費の状況について、平成２０年度の時点では、人口一人当たりの人

件費や人口千人当りの職員数は、府内都市平均及び類似団体と比べて低い水準にありま

した。これは、当市が過去から外部委託を積極的に行ってきたことにより、職員数が他

市に比べ相対的に少なかったためです。しかし、近年、他市においても退職職員の不補

充や外部委託を推進するなど、人件費抑制の取り組みが進められているため、近年は同

水準で推移しています。 

平成３０年度においては、退職手当の増加などによって人件費が増加したため、人口

一人あたりの人件費は約５８，０００円となり、府内都市平均約５７，０００円を上回

る水準となりました（  ）。 

◆人口一人当たりの人件費の状況 
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◆人口千人当たりの職員数の状況 
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また一方で、地方税と地方交付税の合算額に占める人件費の割合を見てみますと、平

成２２年度までは減少傾向で推移していました。しかし、昨今では、他の都市と比べ本

市の地方税の落ち込みが激しいことや府内都市平均や類似団体においてそれぞれ人件

費削減の取り組みが進められていることから、府内都市平均及び類似団体と比べても高

い比率となっています。 

 

◆人件費の構成比率 
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具体的に人件費ってどのようなものがあるの？ 

 

人件費の内訳で経常的なものとして、議員報酬手当、委員等報酬、特別職

の給与、職員給などに大別されます。 

このうち人口一人当たりの議員報酬手当、委員等報酬、特別職の給与にお

いて府内都市平均を上回っており、特に委員等報酬に含まれる嘱託員報酬に

ついては、府内都市平均を大きく上回る状況となっています。 

 

◆人口一人当たりの人件費内訳 

議員報酬 嘱託員報酬 特別職 職員給

河内長野市 57,587 1,662 6,374 471 33,801

府内都市平均 56,893 1,351 4,091 339 37,916

人件費

（単位：円）

 

    

 

財政メモ 
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７ 公債費の状況について                            

公債費とは、過去の建設事業の財源として発行した市債（  ）や、臨時財政対策債

などの市債の元金及び利子を償還するための費用のことをいいます。平成３０年度にお

いては、過去に借り入れた臨時財政対策債の元金償還開始などによる増加がありました

が、平成４年に借り入れた義務教育施設（用地）整備事業債の償還終了などの減少もあ

り、結果として前年度とほぼ同水準となりました（前年度に比べ約１００万円の増加）。 

人口一人当たりの地方債現在高の推移を見てみますと、平成２２年度において、土地

開発公社の解散に伴う第三セクター等改革推進債や臨時財政対策債など約５３億円の

市債を発行したことにより約３２万円に急増しています。翌年の平成２３年度には、平

成１３年度に発行した市債について借換債の発行抑制を行ったうえで最終償還を実施

したことから、前年度と比べ約２万５，０００円減少して約２９万５，０００円となり、

その後はほぼ横ばいで推移しています。 

また、目的別地方債残高の状況を見てみますと、建設事業債は新規の発行を抑制して

いるために減少傾向にありますが、地方交付税の財源不足を補うために発行される臨時

財政対策債は年々増加し、構成比が最も高くなっています。 

 

◆人口一人当たり地方債残高の状況 
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◆目的別地方債残高の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市はなぜ借金をするの？ 

 

市の歳出は、原則的には借金以外の方法で財源を賄うこととされています

が、臨時突発的な出費や投資的な経費は、将来の住民にも分担していただく

方が公平であることから、地方債を経費の財源とすることができるとされて

います。例えば、道路などの建設事業費について、建設時点の住民のみで負

担するのではなく、地方債を発行し毎年返済していくことにより、その道路

を利用する住民が等しく負担することとなり、負担の公平性が図られます。 

 

財政メモ 
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８ 経常収支比率の状況について                         

地方公共団体が、住民のニーズに的確に応えていくためには、支出が毎年必要になる

義務的経費に充てる財源に加えて、社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくた

めの施策に充てる財源を確保していくことが必要です。この財政構造の弾力性を示す経

常収支比率（臨時財政対策債を経常一般財源収入とした場合）は、平成３０年度におい

て９９．９％となり、前年度から０．９ポイント悪化しました。 

 その要因として、歳出面（経常経費充当一般財源）では、公園緑地管理委託料や家庭

系ごみ収集委託料などの減少により物件費が約９，６００万円減少したものの、退職手

当の増加などより人件費が約２億１，４００万円、生活保護事業における経費の増加に

よって扶助費が約１億４，２００万円増加し、結果として分子である経常経費充当一般

財源が約２億２，０００万円増加したことがあげられます。 

なお、歳入面（経常一般財源収入）では、清算基準の見直しにより地方消費税交付金

が３，９００万円、株価が乱高下したことの影響により株式等譲渡所得割交付金が３８

００万円減少しましたが、臨時財政対策債が１億６，７００万円増加したことなどによ

り、分母である経常一般財源収入は合計で約２，６００万円増加しました。 

 

 

 

◆経常収支比率等の状況 

（単位　百万円・％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

経常経費充当一般財源　Ａ 22,257 20,798 20,583 20,902 21,122

経常一般財源収入　Ｂ 21,430 21,579 20,778 21,108 21,134

経常収支比率　Ａ／Ｂ 103.9 96.4 99.1 99.0 99.9  
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９ 経常収支比率の推移について                         

本市における経常収支比率の推移を見てみますと、近年は類似団体及び府内都市平均

よりも高い状況が続いています。歳出の削減など財政健全化を図りながらも、１００％

付近で高止まりしている状態が続いています。 

平成３０年度においては、前年度から０．９ポイント悪化し９９．９％となりました。

依然として府内都市平均よりも高い状態であり、慢性的に財政構造が硬直化しているこ

とがわかります。 

 

◆経常収支比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、性質別の経常収支比率の推移を見てみますと、府内都市平均や類似団体よりも

高い比率で推移しているのは、人件費、物件費及び繰出金です。人件費については、過

去からごみ収集業務や保育所・幼稚園運営について積極的に民間へアウトソーシングを

進めてきたことにより、一般職の職員数は少ない状況でありますが、嘱託職員数が他市

に比べて多いことなどで高くなっています。物件費については、過去から業務委託を推

進してきたことなどから他市よりも高くなっています。また、繰出金については高齢化

（  ）に伴う介護保険特別会計や後期高齢者医療療養給付費負担金の増加などによっ

て他市よりも高くなっているものと考えられます。 
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◆性質別経常収支比率の推移 

 

区分 年度

河 内 長 野 市 25.9 26.2 26.1 25.0 26.0

府内都市平均 25.5 24.9 25.3 25.0 24.8

類 似 団 体 23.9 24.8 24.3 24.0 24.1

河 内 長 野 市 11.0 11.9 12.2 13.7 14.4

府内都市平均 15.0 15.4 16.1 16.7 16.6

類 似 団 体 11.5 12.6 13.3 13.8 14.0

河 内 長 野 市 20.7 13.4 14.1 14.7 14.7

府内都市平均 15.7 14.3 14.5 14.0 13.9

類 似 団 体 16.6 14.5 15.1 14.8 14.5

河 内 長 野 市 57.6 51.5 52.4 53.5 55.1

府内都市平均 56.2 54.6 55.9 55.8 55.3

類 似 団 体 52.0 51.9 52.7 52.6 52.6

河 内 長 野 市 19.5 18.6 19.2 18.9 18.4

府内都市平均 14.9 14.7 15.4 15.3 15.5

類 似 団 体 15.7 16.2 16.7 16.9 17.2

河 内 長 野 市 1.4 1.3 1.2 1.0 0.6

府内都市平均 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2

類 似 団 体 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3

河 内 長 野 市 8.1 6.9 11.5 10.4 10.5

府内都市平均 9.7 10.4 11.1 11.4 11.4

類 似 団 体 9.0 8.9 9.7 9.7 9.8

河 内 長 野 市 17.2 18.1 14.7 15.2 15.3

府内都市平均 13.9 13.3 13.3 13.2 13.0

類 似 団 体 12.6 12.9 13.2 13.1 12.9

河 内 長 野 市 103.9 96.4 99.1 99.0 99.9

府内都市平均 96.0 94.4 97.0 97.1 96.5

類 似 団 体 90.8 91.3 93.6 93.5 93.9

（単位：％）

平成30年度

人
件
費

平成26年度 平成28年度

計

物
件
費

維
持
補
修
費

補
助
費
等

扶
助
費

小
　
　
計

（

義

務

的

経

費

）

公
債
費

繰
出
金

平成29年度平成27年度
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高齢化ってよく聞くけど、どういうことなの？ 

 

当市の人口は、昭和３０年代後半からの大規模団地の開発によって増加し

ましたが、平成１２年をピークに減少傾向に転じています。また、人口増加

期に転入された方々の子ども世代が市外に転出する傾向が強いことなどに

より若年人口が減少し、高齢化が進展しています。高齢化率は、大阪府内の

都市と比較しても高い比率で増加しており、介護保険特別会計や後期高齢者

医療療養給付費負担金の繰出金の増加の要因になっています。 

◆高齢化率の推移（国勢調査） 

 

※高齢化率とは、人口に対する６５歳以上の人口が占める割合のことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政メモ 
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このように、当市の経常収支比率は１００％付近で高止まりしている状態です。 

 経常収支比率について、改めてより分かりやすく説明すると、一般家庭でいえば、「毎

月の給料」に占める、食費やローン返済額のような「毎月かならず支払う経費」の割合

といえます。この割合が高いということは、毎月の給料のほとんどを生活費やローン返

済にあてている状態であり、将来のために十分な貯金をすることができず、また、予期

しない出費への対応に不安があることを意味します。 

 当市では、少子高齢化や公共施設の老朽化など様々な課題がある中、経常収支比率改

善に向けて、事業の見直しや歳入の確保など、行財政改革に積極的に取り組んでいます

（※詳しくは「 12 行財政改革 」をご覧ください）。 

  

そこで、住民の皆様にも、限られた行政資源を有効に活用するために、次のようなご

協力をお願いいたします。 

  

 〇救急車の適正利用にご協力ください。 

・病院に行ったほうがいいのか、救急車を呼んだほうがいいのか、どれくらい急い

で受信したほうがいいのかなど、急な病気やけがをした時の判断の支援となる「救

急受信ガイド」（消防庁作成）をご活用ください。 

・病気やケガの中には、少し注意するだけで防げるものがあります。例えば、家の

中の暗い場所に明かりを設置することで転倒事故を予防することができ、また、暑

い日はがまんせずエアコンを上手に使うことで熱中症を予防することができます。

このように、「予防救急」を日ごろから心掛け、病気やけがを防ぎましょう。 

  ※緊急性がある場合はためらわずに１１９番へ 

  ◇救急車の適正利用については、市 HP で詳細をご覧いただくことができます。 

   HP：https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/38/2461.html 

  ◇「救急受信ガイド」は消防庁 HP からご覧いただくことができます。 

   消防庁 HP：https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post8.html 

 

 〇市税や国民健康保険料の納期内の納付をお願いします。 

  ・安心、簡単、確実な口座振替をご利用いただけます。 

⇒各税金の納期限に自動的に引き落とされるので、納め忘れを防止することができ

ます。また、納付のたびに金融機関に行く必要がありません。 

  ◇口座振替のお申込み方法などは市 HP をご覧ください。 

  （市税）HP：https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/29/2894.html 

  （国保）HP：https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/7/1277.html 

 

皆 様 へ の お 願 い 
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10 基金の状況について 

基金は、地方公共団体における預貯金に相当するものです。また、基金は年度間にお

ける収支を調整するためなどに設けられた「財政調整基金」、市債の償還を計画的に行

うために設けられた「減債基金」及び福祉や施設建設など特定の目的のために設けられ

ている「特定目的基金」に区分されます。 

平成３０年度の基金残高（  ）は、平成２６年度と比較し、約２億７，０００万円

増加し、約７７億１，１００万円となりました。主な増加要因としては、老朽化した公

共施設の維持改修費に備えて公共施設維持改修基金に平成２７年度に約３億３００万

円、平成２８年度に約２億４，７００万円、平成２９年度に約３億４００万円それぞれ

積み立てたことなどがあげられます。 

平成３０年度においては、前年度に引き続き公共施設維持改修基金に約１億６，１０

０万円を積み立てたほか、ふるさと納税の拡充などによって基金積立の財源である寄附

金が前年度比９，８００万円増加したことなどから、基金残高は、前年度から２億７，

６００万円増加しました。 

なお、人口一人当たり現在高については約７万３，０００円となっており、平成２５

年度以降は類似団体を下回る一方、府内都市平均をわずかに上回る状態が続いています。 

◆基金残高の推移 
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◆人口一人当たりの基金残高の状況 
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基金残高はどれくらいが適正？ 

 

河内長野市には、年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金や地方債

の計画的な返済を行うための減債基金など全部で１９の基金があります。 

基金は大きく２種類に分けられ、特定の目的のために財産を維持し、積み

立てる「特定目的基金」と定額の資金を運用する「定額運用基金」がありま

す。特定目的基金には、上記の財政調整基金や減債基金のほか、普通建設事

業を円滑かつ効率的に行うための普通建設事業基金などがあり、定額運用基

金には、公用若しくは、公共用に供する土地などを先行取得するための土地

開発基金があります。このように、基金は特定の目的をもって設置されるた

め、他の市町村との比較がしにくい面があります。また、基金残高について

も、その目的を達成するために必要となる残高があれば足りるため、いくら

以上の残高を確保しなければいけないという一律の基準はありません。しか

し、財政調整基金については、年度間の財源調整を行うためのものであるた

め、一定程度以上の残高を確保する必要があります。 

 

財政メモ 
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11 健全化判断比率の状況について                        

平成２１年４月１日から地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「健全化法」

といいます。）が施行されたことにより、地方公共団体は４つの健全化判断比率（実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）を用いて、また、公営

企業においては資金不足比率を用いて指標数値的に財政の実態を把握し、これらの指標

を監査委員の審査に付した上で議会に報告を行い、公表しなければならないこととされ

ました。 

 

【各比率について】 

 

●実質赤字比率 

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、

その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。 

 

 

 

 

 

 

●連結実質赤字比率 

 下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、

その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。 

 

 

 

 

●実質公債費比率 

 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体

の財政規模に対する割合で表したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

標準財政規模

額一般会計等の実質赤字
実質赤字比率＝

標準財政規模

連結実質赤字額
連結実質赤字比率＝

算入額）に係る基準財政需要額償還金・準元利償還金標準財政規模－（元利

入額）係る基準財政需要額算還金・準元利償還金に－（特定財源＋元利償

＋準元利償還金）（地方債の元利償還金

＝
（３か年平均）

実質公債費比率

※準元利償還金の内容 

一般会計等から上下水道の特別会計への繰出金や組合（南河内環境事業組合）
への負担金のうち地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

※標準財政規模とは 

地方公共団体が標準的な行政サービスを行うために必要な一般財源の総額を示すも
のです。 
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●将来負担比率 

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共

団体の財政規模に対する割合で表したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●資金不足比率 

資金不足比率は、下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料

金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。 

 公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなければなりませんので（独立

採算の原則）、公営企業会計の赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及ぼ

さないよう、個々の収支（企業の経営状況）を事前にチェックしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全化判断比率が早期健全化基準及び経営健全化基準以上の比率であった場合は、市

は健全化法に基づき健全化計画を策定しなければなりません。当市の健全化判断比率は、

実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率のいずれも比率は出ておらず、平成

３０年度の実質公債費比率は１．９％になりました。また、資金不足比率は、水道事業

及び下水道事業ともに比率は出ておらず、いずれの指標においても早期健全化基準及び

経営健全化基準を下回っています。 

算入額）に係る基準財政需要額償還金・準元利償還金標準財政規模－（元利

入額（ト））係る基準財政需要額算ヘ）＋地方債残高等に　＋都市計画税等額（

充当可能基金額（ホ）ハ＋ニ）－将来負担額（イ＋ロ＋

将来負担比率＝

(

※将来負担額の内容 

イ 一般会計等の当該年度末における地方債現在高 

ロ 上下水道の特別会計や組合（南河内環境事業組合）への地方債の元金償還に充てる
一般会計等からの負担等見込額 

ハ 地方公共団体の設立した第三セクター等の負債の額等に係る一般会計負担見込額 

ニ 退職手当支給予定額 

 

※将来負担額から控除されるもの 

ホ 充当可能基金（財政調整基金や特定目的基金） 

へ 都市計画税等 

ト 地方債現在高等に係る普通交付税の基準財政需要額算入見込額 

事業の規模

資金の不足額
資金不足比率＝

※資金の不足額 

一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額 

※事業の規模 

料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額 
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実質公債費比率の状況を見ますと、平成２６年度は府内都市平均と同水準でしたが、

平成２７年度に建設事業の見直しを行ったことなどにより府内都市平均を下回る水準

まで改善しました。 

一方、将来負担比率の状況を見ますと、将来世代の負担軽減のために行った繰上償還

及び借換債の発行抑制の影響などにより、平成２３年度以降、比率は算定されていませ

ん。 

しかし、これらの財政指標はあくまで法定の指標であり、早期健全化計画の策定の要

否を判断するための基準であるため、各指標の数値が早期健全化基準を下回っていれば

財政運営上の問題がないということではありません。財政状況は、経常収支比率や基金

残高の推移など様々な観点から評価を行わなければならず、その状況を見ると本市の財

政状況は厳しい状態にあることに変わりはないといえます。 

 

◆健全化判断比率・資金不足比率の状況 

健全化判断比率

（単位　％）

実質赤字比率
連結

実質赤字比率
実質公債費比率 将来負担比率

資金不足比率
（水道事業）

資金不足比率
（下水道事業）

- - 5.5 - - -

(12.39) (17.39) (25.0) (350.0) (20.0) (20.0)

【20.00】 【30.00】 【35.00】

- - 4.6 - - -

(12.38) (17.38) (25.0) (350.0) (20.0) (20.0)

【20.00】 【30.00】 【35.00】

- - 3.4 - - -

(12.42) (17.42) (25.0) (350.0) (20.0) (20.0)

【20.00】 【30.00】 【35.00】

- - 1.3 - - -

(12.42) (17.42) (25.0) (350.0) (20.0) (20.0)

【20.00】 【30.00】 【35.00】

- - 1.9 - - -

(12.43) (17.43) (25.0) (350.0) (20.0) (20.0)

【20.00】 【30.00】 【35.00】

※( )内の数値は、早期健全化基準　　【】内の数値は、財政再生基準

※早期健全化判断基準（実質赤字比率・連結実質赤字比率）は、各年度の標準財政規模により基準値が

　変わります。

※将来負担比率及び資金不足比率には、財政再生基準はありません。

平成26年度

平成29年度

平成27年度

平成28年度

平成30年度
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◆実質公債費比率の推移 

 

◆将来負担比率の推移 

 

 

 ※ 将来負担比率は、マイナスのため「－」で表示しています。 
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12 行財政改革について                            

これまで見てきたように、当市の財政運営は非常に厳しい状況です。さらに、今

後も人口減少、少子高齢化などの傾向が続くことにより、歳入が減少し続けること

も見据えなければなりません。 

このような状況の中、将来世代へ負担を先送りすることなくまちづくりを進める

ためには、限られた財源の範囲内で、トップマネジメントにより施策の選択と集中

を行い、最大の成果を得られる行政経営の仕組みを構築していくことが求められて

います。また、そのような行政内部の改革だけでなく、地域の多様な主体のネット

ワーク化や地域コミュニティの活性化を図りながら、地域住民等による主体的なま

ちづくりの推進と、参画と協働による行政経営の改革にもあわせて取り組んでいく

必要があります。 

 

●行政経営改革プランについて 

本市では、厳しい財政状況の中でも、市民と行政が力をあわせてまちづくりに取

り組むことにより、本市を将来にわたり持続的に発展させていくことを目的として、

行政経営改革の指針となる「行政経営改革プラン」（計画期間：平成２８年度から

令和２年度）を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行政経営改革プランの体系（「河内長野市行政経営改革プラン」から抜粋） 
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 行政経営改革プランでは、「まちづくりを支える持続可能な行政経営の推進」を基本

方針として、①協働型の行政運営、②効率的な行政運営、③安定した財政運営の３つの

視点から行財政運営の方向性を定めています。 

 そして、この３つの視点に基づき、「アウトソーシング等指針に基づく行政領域の検

証」、「公共施設等の計画的な維持管理・更新」、「地域主体のまちづくりの推進」など、

具体的に取り組むべき項目を整理しています。そして、年度毎にこのプランに基づく取

り組みの方針を策定し、年度終了後には進捗状況を確認し、次年度に活かしています。 

 

※行政経営改革プランは、市ホームページからご覧いただけます。 

 URL: https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/30/3017.html 

 

●平成３０年度における行財政改革の取り組み 

 行政経営改革プランに基づいた平成３０年度における行財政改革の代表的な取り組

みは次の通りです。 

 

・窓口アウトソーシングの導入準備 

方針 

窓口業務等のアウトソーシング・総合窓口化を進め、より効果的・効率的な行政運

営の実現を図ります。 

取組結果 

最適な業務フローや導入効果について検証を行い、導入方針及び導入スケジュール

を決定しました。 

 

・口座振替登録手続きの簡素化 

方針 

  口座振替登録手続きを簡素化し、市民サービスを向上させるとともに、各種債権の

口座振替率と収納率の向上、及び収納事務の効率化を図る。 

取組結果 

  口座振替受付サービスを開始し、市役所窓口における口座振替登録手続きを実施し、

収納率の向上及び収納事務の効率化を図りました。 

 

※上記以外の取り組みなどより詳しい内容は、市ホームページからご覧いただけます。 

  URL: https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/30/5049.html 
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財政データ（普通会計ベース）

決算収支の推移
（単位　百万円）

歳入総額
Ａ

歳出総額
Ｂ

形式収支
Ａ－Ｂ＝Ｃ

翌年度
繰越財源

Ｄ

実質収支
Ｃ－Ｄ

財政調整
基金

とりくずし

平成21年度 32,684 32,635 49 33 16 200

平成22年度 35,671 35,559 112 99 13 0

平成23年度 34,470 34,348 122 101 21 0

平成24年度 32,753 32,647 106 94 12 150

平成25年度 35,169 35,002 167 124 43 0

平成26年度 36,152 35,954 198 180 18 670

平成27年度 34,368 34,083 285 146 139 0

平成28年度 34,730 34,652 78 61 17 220

平成29年度 33,568 33,449 119 82 37 0

平成30年度 33,837 33,699 138 138 0 0

- 40 -



歳
入

の
推

移
（

単
位

　
百

万
円

・
％

）

区
分

＼
年

度

市
税

1
3
,
5
8
8

4
1
.
6

1
3
,
0
7
2

3
6
.
7

1
3
,
0
7
8

3
8
.
0

1
2
,
6
2
0

3
8
.
5

1
2
,
6
6
5

3
6
.
0

1
2
,
6
3
1

3
4
.
9

1
2
,
3
8
6

3
6
.
0

1
2
,
1
8
2

3
5
.
1

1
2
,
1
5
6

3
6
.
2

1
2
,
1
1
6

3
5
.
8

分
担

金
及

び
負

担
金

3
0
6

0
.
9

3
1
4

0
.
9

3
0
8

0
.
9

3
0
9

1
.
0

3
3
4

1
.
0

3
6
9

1
.
0

3
6
4

1
.
1

3
8
8

1
.
1

3
9
3

1
.
2

3
4
1

1
.
0

使
用

料
6
0
9

1
.
9

5
7
4

1
.
6

5
2
4

1
.
5

4
2
1

1
.
3

3
8
4

1
.
1

3
2
6

0
.
9

3
1
7

0
.
9

3
3
3

1
.
0

3
4
0

1
.
0

3
3
6

1
.
0

手
数

料
3
0
4

0
.
9

3
0
6

0
.
9

3
1
0

0
.
9

3
0
9

0
.
9

3
1
5

0
.
9

3
1
2

0
.
9

3
1
3

0
.
9

3
2
0

0
.
9

3
1
2

0
.
9

3
1
2

0
.
9

財
産

収
入

9
2

0
.
3

2
5
2

0
.
7

1
0
5

0
.
3

1
1
3

0
.
4

1
8
3

0
.
5

1
6
6

0
.
5

1
0
7

0
.
3

1
4
0

0
.
4

9
2

0
.
3

2
5
5

0
.
8

寄
付

金
9

0
.
0

1
1

0
.
0

5
0
.
0

4
0
.
0

4
3

0
.
1

1
9

0
.
1

3
8

0
.
1

3
6

0
.
1

3
4

0
.
1

1
3
2

0
.
4

繰
入

金
3
5
3

1
.
1

2
6
3

0
.
7

1
,
8
3
2

5
.
3

3
2
9

1
.
0

1
,
2
7
4

3
.
6

1
,
6
2
8

4
.
5

2
9
5

0
.
8

7
4
4

2
.
1

1
2
7

0
.
4

1
3
5

0
.
3

繰
越

金
1
5
9

0
.
5

4
9

0
.
1

1
1
2

0
.
3

1
2
2

0
.
4

1
0
6

0
.
3

1
6
7

0
.
5

1
9
8

0
.
6

2
8
6

0
.
8

7
9

0
.
2

1
1
9

0
.
4

諸
収

入
6
7
7

2
.
1

4
2
1

1
.
2

3
5
6

1
.
0

3
6
9

1
.
1

4
0
5

1
.
2

9
9
4

2
.
7

4
3
3

1
.
3

4
3
8

1
.
3

5
1
2

1
.
5

4
9
5

1
.
5

小
計

（
自

主
財

源
）

1
6
,
0
9
7

4
9
.
3

1
5
,
2
6
2

4
2
.
8

1
6
,
6
3
0

4
8
.
2

1
4
,
5
9
6

4
4
.
6

1
5
,
7
0
9

4
4
.
7

1
6
,
6
1
2

4
6
.
0

1
4
,
4
5
1

4
2
.
0

1
4
,
8
6
7

4
2
.
8

1
4
,
0
4
5

4
1
.
8

1
4
,
2
4
1

4
2
.
1

地
方

譲
与

税
2
9
9

0
.
9

2
9
0

0
.
8

2
5
6

0
.
7

2
4
1

0
.
7

2
2
9

0
.
6

2
1
8

0
.
6

2
2
7

0
.
7

2
2
6

0
.
7

2
2
5

0
.
7

2
2
7

0
.
7

利
子

割
交

付
金

9
9

0
.
3

9
3

0
.
3

7
6

0
.
2

6
9

0
.
2

6
7

0
.
2

6
4

0
.
2

5
2

0
.
1

2
2

0
.
1

3
8

0
.
1

3
5

0
.
1

配
当

割
交

付
金

3
7

0
.
1

4
4

0
.
1

4
9

0
.
2

5
4

0
.
1

9
6

0
.
3

1
7
1

0
.
5

1
2
1

0
.
4

7
9

0
.
2

1
0
7

0
.
3

8
3

0
.
2

株
式

等
譲

渡
所

得
割

交
付

金
1
7

0
.
0

1
5

0
.
0

1
1

0
.
0

1
2

0
.
0

1
4
8

0
.
4

9
0

0
.
2

1
3
2

0
.
4

4
6

0
.
1

1
0
7

0
.
3

7
0

0
.
2

地
方

消
費

税
交

付
金

9
0
1

2
.
7

8
9
9

2
.
5

8
6
3

2
.
5

8
4
2

2
.
6

8
3
4

2
.
4

1
,
0
7
9

3
.
0

1
,
9
5
4

5
.
7

1
,
7
4
9

5
.
0

1
,
7
2
8

5
.
2

1
,
6
8
9

5
.
0

ｺ
ﾞ
ﾙ
ﾌ
場

利
用

税
交

付
金

2
4

0
.
1

2
2

0
.
1

2
2

0
.
1

2
2

0
.
1

2
1

0
.
1

2
2

0
.
1

2
1

0
.
1

2
0

0
.
1

1
8

0
.
1

1
8

0
.
1

自
動

車
取

得
税

交
付

金
1
5
1

0
.
5

1
2
9

0
.
4

9
9

0
.
3

1
2
4

0
.
4

1
1
2

0
.
3

5
3

0
.
1

8
3

0
.
2

9
0

0
.
3

1
1
5

0
.
3

1
2
3

0
.
4

地
方

交
付

税
5
,
0
7
7

1
5
.
5

6
,
0
3
0

1
6
.
9

6
,
2
1
3

1
8
.
0

6
,
2
8
6

1
9
.
2

6
,
3
9
9

1
8
.
2

6
,
1
1
3

1
6
.
9

6
,
2
2
0

1
8
.
1

5
,
9
0
6

1
7
.
0

6
,
2
3
0

1
8
.
6

6
,
2
2
2

1
8
.
4

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金
2
1

0
.
1

2
0

0
.
1

1
9

0
.
1

1
8

0
.
1

1
8

0
.
1

1
6

0
.
0

1
7

0
.
0

1
6

0
.
0

1
5

0
.
0

1
4

0
.
0

地
方

特
例

交
付

金
等

2
1
8

0
.
7

1
8
4

0
.
5

1
6
4

0
.
5

6
8

0
.
2

6
3

0
.
2

5
7

0
.
2

5
6

0
.
2

5
6

0
.
2

6
1

0
.
2

6
9

0
.
2

国
庫

支
出

金
6
,
0
3
4

1
8
.
5

5
,
1
6
8

1
4
.
5

5
,
3
3
1

1
5
.
5

5
,
3
0
4

1
6
.
2

5
,
6
0
2

1
5
.
9

6
,
0
2
3

1
6
.
7

6
,
0
0
3

1
7
.
5

6
,
2
9
6

1
8
.
1

6
,
1
1
2

1
8
.
2

5
,
8
0
0

1
7
.
1

府
支

出
金

1
,
9
1
5

5
.
8

2
,
2
2
5

6
.
2

2
,
3
1
5

6
.
7

2
,
2
1
8

6
.
8

2
,
2
8
8

6
.
5

2
,
4
2
5

6
.
7

2
,
5
8
9

7
.
5

2
,
5
5
1

7
.
3

2
,
7
3
4

8
.
1

2
,
8
1
7

8
.
3

地
方

債
1
,
7
9
4

5
.
5

5
,
2
9
0

1
4
.
8

2
,
4
2
2

7
.
0

2
,
8
9
9

8
.
8

3
,
5
8
3

1
0
.
1

3
,
2
0
9

8
.
8

2
,
4
4
2

7
.
1

2
,
8
0
6

8
.
1

2
,
0
3
3

6
.
1

2
,
4
3
0

7
.
2

小
計

（
依

存
財

源
）

1
6
,
5
8
7

5
0
.
7

2
0
,
4
0
9

5
7
.
2

1
7
,
8
4
0

5
1
.
8

1
8
,
1
5
7

5
5
.
4

1
9
,
4
6
0

5
5
.
3

1
9
,
5
4
0

5
4
.
0

1
9
,
9
1
7

5
8
.
0

1
9
,
8
6
3

5
7
.
2

1
9
,
5
2
3

5
8
.
2

1
9
,
5
9
7

5
7
.
9

合
計

3
2
,
6
8
4

1
0
0
.
0

3
5
,
6
7
1

1
0
0
.
0

3
4
,
4
7
0

1
0
0
.
0

3
2
,
7
5
3

1
0
0
.
0

3
5
,
1
6
9

1
0
0
.
0

3
6
,
1
5
2

1
0
0
.
0

3
4
,
3
6
8

1
0
0
.
0

3
4
,
7
3
0

1
0
0
.
0

3
3
,
5
6
8

1
0
0
.
0

3
3
,
8
3
8

1
0
0
.
0

各
年

度
の

左
側

は
金

額
・

右
側

は
構

成
比

を
表

し
て

い
ま

す
。

平
成

2
9
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
3
0
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

- 41 -



市
税
の
推
移

（
単

位
　

百
万

円
・

％
）

区
分
＼
年
度

個
人
市
民
税

6,
71

2
49

.4
6,

09
3

46
.6

5
,9

20
45

.2
5,

97
2

47
.3

5,
82

1
46

.0
5,

71
6

45
.3

5,
67

0
45

.8
5,

63
4

46
.2

5,
53

9
45

.6
5
,
4
6
9

4
5
.
1

法
人
市
民
税

4
42

3.
3

51
7

3.
9

7
30

5.
6

57
8

4.
6

72
2

5.
7

80
8

6.
4

72
4

5.
8

54
0

4.
4

60
0

4.
9

6
5
4

5
.
4

固
定
資
産
税

4,
87

2
35

.9
4,

88
7

3
7.

4
4,

81
2

36
.8

4,
52

4
35

.8
4,

52
1

35
.7

4,
52

3
35

.8
4,

43
2

35
.8

4,
43

1
36

.4
4,

45
9

36
.7

4
,
4
5
0

3
6
.
7

軽
自
動
車
税

12
9

0.
9

1
31

1.
0

13
3

1
.0

13
4

1.
1

13
9

1.
1

14
5

1.
1

14
8

1.
2

17
9

1.
5

18
6

1.
5

1
9
3

1
.
6

市
た
ば
こ
税

4
22

3.
1

43
0

3.
3

4
93

3.
8

48
2

3.
8

53
3

4.
2

50
9

4.
0

49
7

4.
0

48
1

4.
0

44
8

3.
7

4
4
5

3
.
7

入
湯
税

2
0.

0
2

0.
0

2
0.

0
3

0.
0

3
0.

0
3

0.
0

3
0
.
0

都
市
計
画
税

1
,0

11
7.

4
1,

01
4

7.
8

99
0

7
.6

92
8

7.
4

92
7

7.
3

92
8

7.
4

91
2

7.
4

91
4

7.
5

92
1

7.
6

9
0
2

7
.
5

合
計

13
,5

88
10

0.
0

1
3,

07
2

10
0.
0

13
,0

78
10

0.
0

12
,6

20
10

0.
0

12
,6

65
10

0.
0

12
,6

31
10

0.
0

12
,3

86
10

0.
0

12
,1

82
10

0.
0

12
,1

56
10

0.
0

1
2
,
1
1
6

1
0
0
.
0

各
年
度
の
左
側
は
金
額
・
右
側
は
構
成
比
を
表
し
て
い
ま
す

。

平
成

29
年

度
平

成
28

年
度

平
成

3
0
年

度
平

成
24

年
度

平
成

23
年

度
平
成
2１

年
度

平
成
22

年
度

平
成

27
年

度
平

成
25

年
度

平
成

26
年

度

- 42 -



近
隣

市
の

市
税

の
推

移
（

単
位

　
百

万
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

河
内

長
野

市
1
3
,
5
8
8

1
3
,
0
7
2

1
3
,
0
7
8

1
2
,
6
2
0

1
2
,
6
6
5

1
2
,
6
3
1

1
2
,
3
8
6

1
2
,
1
8
2

1
2
,
1
5
6

1
2
,
1
1
6

富
田

林
市

1
3
,
8
8
6

1
3
,
5
0
5

1
3
,
5
9
1

1
3
,
3
9
0

1
3
,
4
0
5

1
3
,
4
9
7

1
3
,
4
5
6

1
3
,
4
8
1

1
3
,
4
7
6

1
3
,
4
7
5

松
原

市
1
4
,
2
1
9

1
3
,
6
6
6

1
3
,
6
8
8

1
3
,
6
1
8

1
3
,
5
0
9

1
3
,
8
0
4

1
3
,
5
5
2

1
3
,
6
5
0

1
3
,
7
8
4

1
3
,
8
1
2

藤
井

寺
市

8
,
0
7
1

7
,
8
2
8

7
,
7
8
0

7
,
8
5
4

8
,
2
4
6

7
,
9
2
8

7
,
9
1
0

7
,
9
2
9

7
,
9
7
0

8
,
3
9
2

羽
曳

野
市

1
3
,
2
4
8

1
2
,
9
1
6

1
2
,
8
1
7

1
2
,
4
9
6

1
2
,
4
9
4

1
2
,
4
8
2

1
2
,
4
3
4

1
2
,
5
2
5

1
2
,
5
3
5

1
2
,
6
3
5

大
阪

狭
山

市
7
,
7
3
2

7
,
5
8
8

7
,
4
1
2

7
,
3
9
0

7
,
3
2
5

7
,
3
7
7

7
,
3
5
5

7
,
3
6
1

7
,
3
6
6

7
,
4
1
4

人
口

一
人

当
た

り
の

市
税

の
推

移
（

単
位

　
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

河
内

長
野

市
1
1
8

1
1
4

1
1
5

1
1
2

1
1
3

1
1
4

1
1
3

1
1
2

1
1
3

1
1
4

富
田

林
市

1
1
6

1
1
4

1
1
5

1
1
4

1
1
5

1
1
6

1
1
7

1
1
8

1
1
9

1
2
0

松
原

市
1
1
4

1
1
0

1
1
1

1
1
0

1
0
9

1
1
2

1
1
1

1
1
2

1
1
4

1
1
5

藤
井

寺
市

1
2
2

1
1
8

1
1
8

1
1
8

1
2
4

1
1
9

1
2
0

1
2
1

1
2
2

1
2
9

羽
曳

野
市

1
1
2

1
1
0

1
1
0

1
0
7

1
0
8

1
0
8

1
0
9

1
1
1

1
1
1

1
1
3

大
阪

狭
山

市
1
3
5

1
3
2

1
2
9

1
2
8

1
2
7

1
2
8

1
2
7

1
2
7

1
2
6

1
2
7

府
内

都
市

平
均

1
4
6

1
4
4

1
4
4

1
4
1

1
4
3

1
4
4

1
4
4

1
4
6

1
4
7

1
4
9

類
似

団
体

1
4
5

1
4
3

1
4
1

1
3
9

1
4
0

1
4
2

1
3
8

1
4
3

1
4
5

1
4
7
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普
通
交
付
税
の
推
移

（
単
位
　
百
万
円
）

平
成

21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

基
準

財
政

需
要

額
　

Ａ
17
,6
34

18
,3
78

18
,2
10

18
,2
37

18
,3
23

18
,2
03

18
,4
00

17
,9
31

17
,9
27

17
,9
07

　
う

ち
臨

時
財

政
対

策
債

　
Ｂ

1,
44
2

2,
28
7

1,
91
3

1,
95
1

2,
04
0

1,
88
4

1,
63
0

1,
33
1

1,
44
6

1,
44
7

基
準

財
政

収
入

額
　

Ｃ
11
,3
32

10
,3
47

10
,3
31

10
,2
53

10
,1
04

10
,3
80

10
,7
60

10
,8
82

10
,4
72

10
,4
73

錯
誤

等
　

Ｄ
-
15

22
0

7
-9

-3
8

0
-1
5

0
-3

普
通

交
付

税
　

Ａ
－

Ｂ
－

Ｃ
＋

Ｄ
4,
84
5

5,
76
6

5,
96
6

6,
04
0

6,
17
0

5,
90
1

6,
01
0

5,
70
3

6,
00
9

5,
98
4
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財

政
力

指
数

の
状

況

（
単

位
：

百
万

円
）

年
度

平
成

2
1
年

度
増
減
率

平
成

2
2
年

度
増
減
率

平
成

2
3
年

度
増
減
率

平
成

2
4
年

度
増
減
率

平
成

2
5
年

度
増
減
率

平
成

2
6
年

度
増
減
率

平
成

2
7
年

度
増

減
率

平
成

2
8
年

度
増

減
率

平
成

2
9
年

度
増

減
率

平
成

3
0
年

度
増

減
率

区
分

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％
）

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

％
）

16
,1
92

△
0
.
9

16
,0
91

△
0
.
6

16
,2
97

1
.
3

16
,2
87

△
0
.
1

16
,2
83

0
.
0

16
,3
19

0
.
2

16
,7
70

3
.
0

16
,6
00

△
1
.
0

16
,4
81

△
0
.
7

16
,4
60

△
0
.
1

11
,3
32

△
4
.
9

10
,3
47

△
8
.
7

10
,3
31

△
0
.
2

10
,2
53

△
0
.
8

10
,1
04

△
1
.
5

10
,3
80

2
.
7

10
,7
60

6
.
5

10
,8
82

1
.
1

10
,4
72

△
3
.
8

10
,4
74

0
.
0

19
,5
16

△
1
.
9

19
,1
22

△
2
.
0

19
,2
60

0
.
7

19
,2
84

0
.
1

19
,2
30

△
0
.
3

19
,2
52

0
.
1

19
,6
43

2
.
2

19
,5
18

△
0
.
6

19
,3
27

△
1
.
0

19
,2
95

△
0
.
2

19
,3
62

△
2
.
2

19
,6
91

1
.
7

19
,7
86

0
.
5

19
,3
51

△
2
.
2

19
,6
67

1
.
6

19
,5
48

△
0
.
6

20
,3
19

3
.
3

19
,4
47

△
4
.
3

19
,8
28

2
.
0

19
,6
88

△
0
.
7

（
単

位
：

千
円

）

河
内
長
野
市

17
0

16
7

17
0

17
1

17
1

17
3

17
9

18
0

18
0

18
2

府
内
都
市
平
均

17
8

17
3

17
7

17
6

17
8

18
0

18
4

18
7

18
8

18
9

類
似
団
体
都
市

18
0

17
4

19
9

19
8

20
0

20
1

18
8

19
7

19
7

河
内
長
野
市

16
9

17
2

17
4

17
1

17
5

17
6

18
5

17
9

18
5

18
6

府
内
都
市
平
均

17
7

18
1

18
3

18
1

18
3

18
6

19
4

19
0

19
3

19
5

類
似
団
体
都
市

18
0

18
2

20
5

20
2

20
4

20
6

19
7

20
0

20
2

20
3

河
内
長
野
市

0.
72

0.
69

0.
66

0.
63

0.
63

0.
63

0.
63

0.
65

0.
65

0.
65

府
内
都
市
平
均

0.
82

0.
79

0.
76

0.
74

0.
73

0.
73

0.
74

0.
74

0.
75

0.
75

類
似
団
体
都
市

0.
91

0.
87

0.
77

0.
74

0.
74

0.
74

0.
74

0.
78

0.
78

0.
79

平
成

３
０

年
度

の
類

似
団

体
の

デ
ー

タ
は

一
部

公
表

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
空

白
に

し
て

い
ま

す
。

財
 政

 力
指
  
  
数

基
準

財
政

需
要

額
（

錯
誤

除
く

）

基
準

財
政

収
入

額
（

錯
誤

除
く

）

標
準

財
政

規
模

(A
)

経
常

一
般

財
源

(B
)

標
準
財
政

規
模
(A
)

人
口
一
人

当
り
の
額

経
常
一
般

財
源
(B
)

人
口
一
人

当
り
の
額
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人口一人当りの市税・普通交付税の状況
（単位　千円）

市税 普通交付税 合計

河内長野市 119 42 161

府内都市平均 146 26 172

類似団体都市 145 27 172

河内長野市 114 51 165

府内都市平均 144 32 176

類似団体都市 143 32 175

河内長野市 115 53 168

府内都市平均 144 34 178

類似団体都市 141 54 195

河内長野市 112 54 166

府内都市平均 141 36 177

類似団体都市 139 55 194

河内長野市 113 55 168

府内都市平均 143 35 178

類似団体都市 140 54 194

河内長野市 114 53 167

府内都市平均 144 35 179

類似団体都市 142 53 195

河内長野市 113 55 168

府内都市平均 144 34 178

類似団体都市 138 41 179

河内長野市 112 53 165

府内都市平均 146 34 180

類似団体都市 143 42 185

河内長野市 112 53 165

府内都市平均 146 32 178

類似団体都市 143 41 184

河内長野市 114 57 171

府内都市平均 149 33 182

類似団体都市 147 40 187

平成24年度

平成22年度

平成30年度

平成28年度

平成21年度

平成29年度

平成27年度

平成25年度

平成26年度

平成23年度
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目
的

別
歳

出
の

推
移

（
単

位
　

百
万

円
・

％
）

区
分

＼
年

度

議
会

費
3
1
4

1
.
0

2
7
9

0
.
8

3
7
2

1
.
1

3
2
0

1
.
0

3
0
4

0
.
9

3
1
0

0
.
9

3
2
6

1
.
0

2
9
6

0
.
9

3
0
4

0
.
9

2
9
7

0
.
9

総
務

費
5
,
7
3
7

1
7
.
6

4
,
0
2
4

1
1
.
3

3
,
9
3
1

1
1
.
4

3
,
5
8
6

1
1
.
0

4
,
0
7
7

1
1
.
6

4
,
6
1
0

1
2
.
8

3
,
8
6
5

1
1
.
3

3
,
8
6
6

1
1
.
2

3
,
4
5
5

1
0
.
3

3
,
5
6
1

1
0
.
6

民
生

費
1
0
,
8
4
6

3
3
.
2

1
2
,
7
2
3

3
5
.
8

1
3
,
0
4
2

3
8
.
0

1
3
,
5
5
8

4
1
.
5

1
3
,
7
2
2

3
9
.
2

1
4
,
4
7
0

4
0
.
3

1
5
,
0
6
6

4
4
.
2

1
5
,
1
9
4

4
3
.
8

1
5
,
6
8
7

4
6
.
9

1
5
,
4
5
6

4
5
.
9

衛
生

費
3
,
6
5
6

1
1
.
2

4
,
5
0
4

1
2
.
7

3
,
6
5
6

1
0
.
6

3
,
6
8
2

1
1
.
3

3
,
8
7
7

1
1
.
1

3
,
6
4
5

1
0
.
1

3
,
8
6
9

1
1
.
4

4
,
6
2
7

1
3
.
4

3
,
0
3
2

9
.
1

2
,
9
5
9

8
.
8

労
働

費
1
4
2

0
.
4

1
4
5

0
.
4

1
6
4

0
.
5

1
1
5

0
.
4

5
7

0
.
2

5
0

0
.
1

4
4

0
.
1

4
1

0
.
1

4
1

0
.
1

4
3

0
.
1

農
林

水
産

業
費

4
6
7

1
.
4

4
5
9

1
.
3

4
6
4

1
.
4

9
5
1

2
.
9

6
9
2

2
.
0

1
,
2
1
8

3
.
4

5
0
8

1
.
5

4
6
4

1
.
3

4
4
8

1
.
3

3
8
4

1
.
1

商
工

費
2
3
5

0
.
7

2
1
3

0
.
6

2
2
4

0
.
7

1
9
8

0
.
6

1
9
7

0
.
5

2
0
6

0
.
6

3
3
5

1
.
0

2
0
8

0
.
6

2
3
1

0
.
7

2
4
5

0
.
7

土
木

費
2
,
7
7
9

8
.
5

4
,
5
7
5

1
2
.
9

2
,
4
0
2

7
.
0

2
,
4
5
2

7
.
5

2
,
4
1
1

6
.
9

2
,
5
4
8

7
.
1

2
,
5
2
9

7
.
4

2
,
7
0
1

7
.
8

2
,
5
2
7

7
.
6

2
,
5
0
7

7
.
4

消
防

費
1
,
2
9
6

4
.
0

1
,
1
1
4

3
.
1

1
,
1
4
7

3
.
3

1
,
2
8
4

3
.
9

2
,
5
4
8

7
.
3

1
,
3
3
4

3
.
7

1
,
4
1
2

4
.
1

1
,
1
9
6

3
.
5

1
,
2
3
8

3
.
7

1
,
2
9
0

3
.
8

教
育

費
3
,
1
0
4

9
.
5

2
,
8
4
5

8
.
0

2
,
8
2
9

8
.
2

3
,
0
1
9

9
.
2

3
,
2
7
0

9
.
3

3
,
0
2
6

8
.
4

3
,
1
7
2

9
.
3

3
,
0
6
5

8
.
8

3
,
1
9
5

9
.
6

3
,
4
0
4

1
0
.
1

災
害

復
旧

費
2
9

0
.
1

4
1

0
.
1

1
5

0
.
0

3
2

0
.
1

6
5

0
.
2

6
6

0
.
2

2
3

0
.
1

1
5

0
.
0

1
4
3

0
.
4

4
0
4

1
.
2

公
債

費
4
,
0
3
0

1
2
.
4

4
,
6
3
7

1
3
.
0

6
,
1
0
2

1
7
.
8

3
,
4
5
0

1
0
.
6

3
,
7
8
2

1
0
.
8

4
,
4
7
1

1
2
.
4

2
,
9
3
4

8
.
6

2
,
9
7
9

8
.
6

3
,
1
4
8

9
.
4

3
,
1
4
9

9
.
4

合
計

3
2
,
6
3
5

1
0
0
.
0

3
5
,
5
5
9

1
0
0
.
0

3
4
,
3
4
8

1
0
0
.
0

3
2
,
6
4
7

1
0
0
.
0

3
5
,
0
0
2

1
0
0
.
0

3
5
,
9
5
4

1
0
0
.
0

3
4
,
0
8
3

1
0
0
.
0

3
4
,
6
5
2

1
0
0
.
0

3
3
,
4
4
9

1
0
0
.
0

3
3
,
6
9
9

1
0
0
.
0

各
年

度
の

左
側

は
金

額
・

右
側

は
構

成
比

を
表

し
て

い
ま

す
。

平
成

2
5
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
3
0
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
2
１

年
度

平
成

2
2
年

度
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性
質
別
歳
出
の
推
移

（
単

位
　

百
万

円
・

％
）

区
分
＼
年
度

人
件
費

6,
52

5
20

.0
6,

57
2

18
.5

6
,6

65
19

.4
6,

52
5

20
.0

6,
30

6
18

.0
6,

25
5

17
.4

6,
25

8
18

.4
6,

18
9

17
.9

5,
94

6
17

.8
6
,
1
0
0

1
8
.
1

扶
助
費

6
,4

03
19

.6
8,

11
2

22
.8

8,
30

9
24

.2
8,

44
8

25
.9

8,
42

1
24

.1
8,

62
2

24
.0

9,
20

1
27

.0
9,

65
5

27
.9

10
,2

90
30

.7
1
0
,
1
4
6

3
0
.
1

公
債
費

4
,0

31
12

.4
4,

63
8

13
.0

6,
10

2
17

.8
3,

45
0

10
.6

3,
78

2
10

.8
4,

47
1

12
.4

2,
93

4
8.

6
2,

97
9

8.
6

3,
14

8
9.

4
3
,
1
4
9

9
.
3

小
計

16
,9

59
52

.0
19

,3
22

5
4.

3
21

,0
76

6
1.

4
18

,4
23

56
.5

18
,5

09
52

.9
19

,3
48

53
.8

18
,3

93
54

.0
18

,8
23

54
.4

19
,3

84
57

.9
1
9
,
3
9
5

5
7
.
5

普
通
建
設
事
業
費

1
,3

12
4.

0
4,

20
9

11
.9

1,
38

8
4.

1
2,

11
6

6.
5

3,
63

2
10

.4
2,

36
1

6.
6

2,
31

3
6.

8
2,

74
2

7.
9

1,
29

7
3.

9
1
,
3
3
1

3
.
9

災
害
復
旧
事
業
費

28
0.

1
41

0
.1

15
0
.0

32
0.

1
65

0.
2

66
0.

2
23

0.
1

15
0.

0
14

3
0.

4
4
0
4

1
.
2

小
計

1,
34

0
4
.1

4,
25

0
12
.0

1,
40

3
4.

1
2,

14
8

6.
6

3,
69

7
10

.6
2,

42
7

6.
8

2,
33

6
6.

9
2,

75
7

7.
9

1,
44

0
4.

3
1
,
7
3
5

5
.
1

物
件
費

5
,1

15
15

.7
4,

82
6

13
.6

4,
97

9
14

.5
4,

80
6

14
.7

4,
78

4
13

.7
5,

27
4

14
.7

4,
98

2
14

.6
5,

01
5

14
.5

4,
83

9
14

.5
4
,
7
7
3

1
4
.
2

維
持
補
修
費

4
49

1.
4

33
8

1.
0

3
72

1.
1

34
9

1.
1

31
9

0.
9

35
6

1.
0

32
4

0.
9

27
3

0.
7

22
7

0.
7

1
4
0

0
.
4

補
助
費
等

4,
23

8
13

.0
2,

24
4

6.
3

2,
27

3
6.

6
2,

31
8

7.
1

2,
47

3
7.

0
2,

96
9

8.
2

2,
61

9
7.

7
3,

47
0

10
.0

3,
10

5
9.

3
3
,
1
0
2

9
.
2

積
立
金

39
7

1.
2

3
55

1.
0

80
0
.2

26
3

0.
8

73
2

2.
1

85
0

2.
4

43
1

1.
3

39
9

1.
2

37
8

1.
1

3
9
3

1
.
2

投
資
及
び
出
資
金

0
0.

0
0

0.
0

0
0.

0
0

0.
0

0
0.

0
0

0.
0

0
0.

0
0

0.
0

0
0.

0
0

0
.
0

貸
付
金

68
0.

2
21

0
.1

20
0
.1

18
0.

0
14

0.
0

10
0.

0
13

0.
0

30
0.

1
64

0.
2

6
4

0
.
2

繰
出
金

4
,0

69
12

.4
4,

20
3

11
.7

4,
14

5
12

.0
4,

32
2

13
.2

4,
47

4
12

.8
4,

72
0

13
.1

4,
98

5
14

.6
3,

88
5

11
.2

4,
01

2
12

.0
4
,
0
9
7

1
2
.
2

小
計

14
,3

36
43

.9
1
1,

98
7

33
.7

11
,8

69
34

.5
12

,0
76

36
.9

12
,7

96
36

.5
14

,1
79

39
.4

13
,3

54
39

.1
13

,0
72

37
.7

12
,6

25
37

.8
1
2
,
5
6
9

3
7
.
4

合
計

32
,6

35
10

0.
0

35
,5

59
10

0.
0

34
,3

48
10

0.
0

32
,6

47
10

0.
0

35
,0

02
10

0.
0

35
,9

54
10

0.
0

34
,0

83
10

0.
0

34
,6

52
10

0.
0

33
,4

49
10

0.
0

3
3
,
6
9
9

1
0
0
.
0

各
年
度
の
左
側
は
金
額
・
右
側
は
構
成
比
を
表
し
て
い
ま
す

。

平
成

3
0
年

度
平
成
22

年
度

平
成

26
年

度
平

成
24

年
度

平
成

23
年

度
平

成
29

年
度

平
成

28
年

度
平

成
27

年
度

平
成

25
年

度
平
成
2１

年
度
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人
口

千
人

当
た

り
の

職
員

数
の

推
移

（
単

位
　

人
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

河
内

長
野

市
4
.
9
4

4
.
9
8

4
.
9
8

4
.
9
9

5
.
0
7

5
.
1
4

5
.
1
3

5
.
1
4

5
.
1
3

5
.
1
2

富
田

林
市

6
.
5
3

6
.
5
5

6
.
7
6

6
.
7
3

6
.
7
9

7
.
0
2

7
.
1
5

7
.
2
7

7
.
3
1

7
.
4
1

松
原

市
6
.
2
0

5
.
9
6

5
.
6
6

5
.
6
7

5
.
7
3

5
.
9
0

6
.
0
8

6
.
2
4

6
.
2
5

6
.
1
8

藤
井

寺
市

6
.
3
3

6
.
3
2

6
.
3
4

6
.
5
4

6
.
7
6

6
.
8
4

6
.
9
4

7
.
0
0

7
.
0
3

7
.
1
0

羽
曳

野
市

4
.
6
4

4
.
6
1

4
.
7
0

4
.
4
8

4
.
6
3

4
.
7
4

4
.
9
5

5
.
1
1

5
.
2
3

5
.
2
4

大
阪

狭
山

市
6
.
4
9

6
.
5
2

6
.
5
0

6
.
4
4

6
.
3
8

6
.
5
1

6
.
4
8

6
.
5
3

6
.
5
6

6
.
4
9

府
内

都
市

平
均

6
.
0
1

5
.
9
5

5
.
8
2

5
.
6
5

5
.
6
6

5
.
7
0

5
.
7
2

5
.
7
6

5
.
7
7

5
.
8
0

類
似

団
体

6
.
2
3

6
.
1
1

6
.
6
5

6
.
4
3

6
.
4
0

6
.
3
8

6
.
0
6

5
.
9
7

5
.
9
8

6
.
0
0
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地
方

債
残

高
の

推
移

（
単

位
　

百
万

円
）

区
分

＼
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

建
設

事
業

債
1
8
,
7
5
6

1
6
,
9
4
5

1
3
,
2
0
6

1
2
,
5
3
4

1
2
,
1
9
6

1
1
,
5
6
7

1
1
,
4
8
1

1
1
,
6
6
5

1
1
,
1
1
3

1
0
,
8
3
7

第
三

セ
ク

タ
ー

等
改

革
推

進
債

0
1
,
8
0
2

1
,
6
1
2

1
,
4
2
3

1
,
2
3
3

1
,
0
4
3

8
5
4

6
6
4

4
7
4

2
8
5

公
共

用
地

取
得

債
2
,
6
8
7

2
,
5
4
3

2
,
3
8
1

2
,
2
1
8

2
,
0
5
5

1
,
1
2
6

1
,
0
3
4

9
4
2

8
4
7

7
6
4

減
税

補
て

ん
債

等
3
,
6
7
1

3
,
3
7
2

2
,
9
0
4

2
,
4
5
6

1
,
9
8
3

1
,
7
9
3

1
,
6
7
8

1
,
6
1
6

1
,
4
3
6

1
,
2
7
2

臨
時

財
政

対
策

債
1
0
,
1
9
7

1
1
,
8
6
3

1
3
,
2
9
3

1
4
,
7
0
7

1
6
,
1
2
9

1
7
,
2
1
2

1
7
,
5
5
3

1
7
,
8
3
8

1
8
,
0
0
1

1
8
,
2
1
2

合
計

3
5
,
3
1
1

3
6
,
5
2
5

3
3
,
3
9
6

3
3
,
3
3
8

3
3
,
5
9
6

3
2
,
7
4
1

3
2
,
6
0
0

3
2
,
7
2
5

3
1
,
8
7
1

3
1
,
3
7
0
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近
隣

市
の

地
方

債
残

高
の

推
移

（
単

位
　

百
万

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

河
内

長
野

市
3
5
,
3
1
1

3
6
,
5
2
5

3
3
,
3
9
6

3
3
,
3
3
8

3
3
,
5
9
6

3
2
,
7
4
1

3
2
,
6
0
0

3
2
,
7
2
5

3
1
,
8
7
1

3
1
,
3
7
0

富
田

林
市

2
3
,
3
7
3

2
4
,
4
6
5

2
4
,
6
1
4

2
5
,
3
0
1

2
6
,
1
1
3

2
6
,
4
3
7

2
6
,
7
1
8

2
6
,
7
3
6

2
8
,
4
6
7

2
9
,
7
7
9

松
原

市
3
7
,
1
2
9

3
8
,
3
2
3

4
0
,
6
0
2

4
0
,
4
8
7

4
1
,
0
2
1

4
1
,
2
4
8

4
1
,
0
6
1

4
2
,
0
3
1

4
1
,
7
5
9

4
0
,
8
6
0

藤
井

寺
市

1
1
,
5
6
8

1
1
,
8
4
6

1
1
,
9
9
3

1
2
,
3
3
7

1
3
,
3
9
7

1
4
,
1
7
7

1
5
,
1
3
6

1
5
,
9
0
4

1
8
,
3
5
3

1
8
,
6
8
6

羽
曳

野
市

4
6
,
3
3
3

4
5
,
7
2
0

4
4
,
1
2
2

4
2
,
7
6
6

4
3
,
7
1
3

4
2
,
6
9
0

4
1
,
8
8
7

4
0
,
0
1
6

3
8
,
5
7
1

3
7
,
6
7
4

大
阪

狭
山

市
1
8
,
0
9
8

1
7
,
3
6
0

1
6
,
7
3
5

1
7
,
0
8
1

1
7
,
0
4
4

1
6
,
7
3
4

1
6
,
7
1
8

1
6
,
6
1
2

1
6
,
6
5
0

1
7
,
2
9
7

人
口

一
人

当
た

り
の

地
方

債
残

高
の

推
移

（
単

位
　

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

河
内

長
野

市
3
0
8

3
2
0

2
9
5

2
9
5

2
9
9

2
9
5

2
9
8

3
0
2

2
9
7

2
9
6

富
田

林
市

1
9
5

2
0
6

2
0
9

2
1
5

2
2
3

2
2
8

2
3
2

2
3
5

2
5
2

2
6
6

松
原

市
2
9
7

3
0
8

3
2
8

3
2
7

3
3
2

3
3
6

3
3
7

3
4
6

3
4
6

3
4
0

藤
井

寺
市

1
7
5

1
7
9

1
8
1

1
8
6

2
0
2

2
1
3

2
2
9

2
4
2

2
8
1

2
8
8

羽
曳

野
市

3
9
3

3
9
0

3
7
9

3
6
7

3
7
7

3
7
1

3
6
7

3
5
3

3
4
2

3
3
7

大
阪

狭
山

市
3
1
5

3
0
2

2
9
2

2
9
6

2
9
5

2
9
0

2
8
9

2
8
6

2
8
6

2
9
5

府
内

都
市

平
均

2
8
6

2
9
0

2
8
6

2
8
5

2
9
0

2
9
1

2
9
3

2
8
9

2
9
1

2
9
4

類
似

団
体

2
7
2

2
7
1

3
5
2

3
5
1

3
5
5

3
5
7

3
2
2

3
2
1

3
2
0

3
2
0

- 51 -



経
常

収
支

比
率

の
推

移
（

単
位

　
百

万
円

・
％

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

経
常

経
費

充
当

一
般

財
源

　
Ａ

2
0
,
7
2
4

2
1
,
5
5
4

2
1
,
2
0
4

2
1
,
2
0
9

2
1
,
2
8
0

2
2
,
2
5
7

2
0
,
7
9
8

2
0
,
5
8
3

2
0
,
9
0
2

2
1
,
1
2
2

経
常

一
般

財
源

収
入

　
Ｂ

2
0
,
7
6
2

2
1
,
8
2
8

2
1
,
6
9
9

2
1
,
3
0
2

2
1
,
7
0
6

2
1
,
4
3
0

2
1
,
5
7
9

2
0
,
7
7
8

2
1
,
1
0
8

2
1
,
1
3
4

経
常

収
支

比
率

　
Ａ

／
Ｂ

9
9
.
8

9
8
.
7

9
7
.
7

9
9
.
6

9
8
.
0

1
0
3
.
9

9
6
.
4

9
9
.
1

9
9
.
0

9
9
.
9

経
常

一
般

財
源

収
入

に
は

、
減

収
補

て
ん

債
・

臨
時

財
政

対
策

債
を

含
ん

で
い

ま
す

。

近
隣

市
の

経
常

収
支

比
率

の
推

移
（

単
位

　
％

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

河
内

長
野

市
9
9
.
8

9
8
.
7

9
7
.
7

9
9
.
6

9
8
.
0

1
0
3
.
9

9
6
.
4

9
9
.
1

9
9
.
0

9
9
.
9

富
田

林
市

9
8
.
4

9
1
.
0

9
4
.
2

9
5
.
7

9
5
.
4

9
7
.
3

9
4
.
0

9
4
.
9

9
6
.
4

9
3
.
5

松
原

市
1
0
0
.
4

9
7
.
4

9
9
.
2

1
0
0
.
3

1
0
0
.
2

1
0
1
.
9

1
0
0
.
7

1
0
3
.
7

1
0
3
.
5

1
0
3
.
0

藤
井

寺
市

9
6
.
2

9
7
.
9

9
7
.
6

9
8
.
8

9
8
.
5

1
0
2
.
1

9
9
.
1

1
0
2
.
9

1
0
3
.
2

1
0
0
.
2

羽
曳

野
市

9
7
.
2

9
3
.
1

9
4
.
5

9
7
.
9

9
6
.
0

9
8
.
0

9
6
.
8

9
8
.
2

1
0
2
.
7

9
9
.
6

大
阪

狭
山

市
9
7
.
8

9
3
.
2

9
4
.
5

9
8
.
7

9
7
.
7

9
8
.
0

9
3
.
9

9
7
.
6

9
5
.
1

9
5
.
0

府
内

都
市

平
均

9
7
.
8

9
4
.
5

9
5
.
4

9
4
.
9

9
4
.
5

9
6
.
0

9
4
.
4

9
7
.
0

9
7
.
1

9
6
.
5

類
似

団
体

9
3
.
5

9
1
.
4

8
9
.
9

9
0
.
3

8
9
.
5

9
0
.
8

9
1
.
3

9
3
.
6

9
3
.
5

9
3
.
9
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基
金

残
高

の
推

移
（

単
位

　
百

万
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度

財
政

調
整

基
金

2
,
6
1
1

2
,
7
0
6

2
,
7
2
3

2
,
5
9
0

2
,
6
0
4

2
,
4
1
7

2
,
4
6
8

2
,
3
2
5

2
,
3
3
9

2
,
4
0
6

減
債

基
金

2
,
5
7
5

2
,
6
7
3

1
,
0
1
2

1
,
0
0
7

8
4
9

4
1
7

4
1
0

4
0
5

4
0
5

4
0
7

特
定

目
的

基
金

5
,
1
9
3

5
,
1
1
1

5
,
0
2
3

5
,
1
1
6

4
,
7
4
4

4
,
6
0
7

4
,
7
4
4

4
,
5
6
4

4
,
6
9
1

4
,
8
9
8

合
計

1
0
,
3
7
9

1
0
,
4
9
0

8
,
7
5
8

8
,
7
1
3

8
,
1
9
7

7
,
4
4
1

7
,
6
2
2

7
,
2
9
4

7
,
4
3
5

7
,
7
1
1
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近
隣

市
の

基
金

残
高

の
推

移
（

単
位
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財政用語の解説
用　　語 説　　　　　明

あ 依存財源
市が自ら調達する財源以外の、国や府の基準に依存し調達する財源。地方譲与税、地方交付
税、国庫支出金、府支出金、市債などが該当します。

一般財源 歳入のうち、使途が特定されていない財源のこと。

か 借換債 既に発行したものを借り換えるために発行する地方債のこと。

監査委員
地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監
査するために、地方公共団体に必置される執行機関のこと。

元利償還金 公債費のうち、市債の元金・利子の償還に充てられたもの。

基金
地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み
立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。

基準財政収入額
基準財政収入額は、普通交付税を客観的・合理的に算定するために、地方公共団体が標準
的な税の徴収を行ったという前提条件のもとに歳入額を算出したもの。

基準財政需要額

基準財政需要額は、普通交付税を客観的・合理的に算定するために、標準的な行政活動を
行ったという前提条件のもとに歳出額を算出したもの。地方公共団体が合理的・妥当な水準の
行政活動を行う際に必要な経費を福祉、教育など様々な行政分野ごとに算定して合算したも
の。

義務的経費
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられ、任意に削減できない硬直性が強い経
費。職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び市債の元利償還金である公債費から
なっています。

繰上償還 償還期限の定めのある地方債を、償還期限前に元本の一部または全部を償還すること。

繰入金 歳入の１区分。基金（貯金）を取り崩したり、他会計から繰出（支出）されてきたお金のこと。

繰出金
歳出を性質別に分けた場合の１区分。特別会計あるいは公営企業・公営事業会計に対して、
一定のルールを定めて支出するお金のこと。

経営健全化基準
公営企業の経営健全化を図るべき基準として、資金不足比率が経営健全化基準以上（２０％
以上）となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。

形式収支 歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたもの。

経常一般財源 毎年度連続して経常的に収入されるもののうち、その使途が特定されていない財源のこと。

経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、市税、普通交付税などを中心
とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源収入）の総額に対し、人件費、扶
助費、公債費のように毎年度継続的に支出される経費に充当された一般財源の額（経常経費
充当一般財源）が占める割合。
７０％～８０％に分布するのが標準的とされています。

健全化判断比率

地方公共団体の財政の健全化を判断する統一的な指標。「実質赤字比率」「連結実質赤字比
率」「実質公債費比率」「将来負担比率」が一定の基準を超えると、早期健全化や再生を促す
ため、「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定し、健全な財政運営をめざすこととなりま
す。なお、この指標のほか「資金不足比率」を含めた5つの指標は、議会に報告・公表されま
す。

減債基金 公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金のこと。

減税補てん債
減税補てん債は国策により地方税が減税されたことに伴う減収分を、地方債の発行によって
補てんするもの。元利償還金の１００％が普通交付税の基準財政需要額に算入されることで、
国による財源保障がされています。
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用　　語 説　　　　　明

公営企業
交通事業、ガス事業、水道事業など地方公共団体が経営する企業のこと。本市では水道事業
及び下水道事業が対象となります。

後期高齢者医療療
養給付費負担金

後期高齢者医療制度における療養給付費等（医療費の9割相当分）のうち市の負担分を大阪
府後期高齢者医療広域連合に納付します。河内長野市の負担は、当市在住の後期高齢者医
療被保険者に係る療養給付費等の１２分の１です。

公共用地取得債
公共事業等の円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図るため、事業の執行に先立っ
て用地を取得する際に発行する市債など、本市では土地取得特別会計で整理されている市債
のことを言います。

公債費
市が借り入れた市債の元金及び利子の償還費。公債費は義務的経費の一つであり、これが
歳出中の比重を高めることは、財政の硬直化を招くことになります。

国庫支出金

歳入の１区分。国から市に交付されるお金で、その使途が特定されているもの。生活保護費等
の国もその責任を負う事務に係る経費を市と負担しあう場合の支出金である国庫負担金、国
民年金等の国の事務を代行する場合の費用に係る支出金の国庫委託金、特定の事業の奨励
や財政援助のための補給金である国庫補助金の３種類があります。

固定資産税
固定資産税は、毎年１月１日に、固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有している人が、その
固定資産の価格を基に算定される税額を所在する市町村に納める税金のこと。

さ 歳出 一会計年度における一切の支出のこと。

歳入 一会計年度における一切の収入のこと。

財政調整基金
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための資金を積み立てる基金のこ
と。

財政力指数
地方公共団体の財政力の強弱を測る指標であり、普通交付税算定の基礎となる基準財政収
入額を基準財政需要額（両者共、 錯誤分を除く）で除した数値の ３カ年平均値。

市債
歳入の１区分。市が発行する地方債のことで､金融機関等から借入れたお金。償還（返済）は
会計年度をまたがります。

市民税

個人市民税と法人市民税に区別されます。市民税と府民税をあわせて住民税と呼び、前年の
所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額にかかわらず課税される均等割から算出
し、住民税額が決まります。所得割の税率は全国一律（市民税６パーセント、府民税４パーセ
ント）、当市の均等割は市民税３，０００円、府民税１，０００円となっています。（※平成２６年度
から平成３５年度までの間は、防災・減災事業の財源のため、市民税、府民税がそれぞれ５０
０円ずつ引き上げになります。）
　また、法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人にかかる税のことで、法人の
規模（資本金等の額及び従業員数）に応じてかかる均等割と、法人税額に応じてかかる法人
税割があります。

自主財源
市が自ら調達でき得る財源で、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄
附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。

実質収支
形式収支（歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたもの）から、繰越明許費などに係る
翌年度に繰り越す財源を差し引いたもの。

実質的な普通交付
税

普通交付税及び臨時財政対策債との合計数値を指します。

人件費
歳出を性質別に分けた場合の１区分。特別職や議員の報酬、一般職の給料などが該当しま
す。

生活保護費 民生費の１区分。生活保護法に基づく扶助費などが該当します。

性質別歳出
歳出を経済的性質によって、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事
業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、前年度繰上充
用金に分類したもの。
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用　　語 説　　　　　明

早期健全化基準

財政収支が不均衡な状況、その他の財政状況が悪化した状況において、実質赤字比率、連
結赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について、地方公共団体が自主的かつ計画
的にその財政の健全化を図るべき基準を定めています。地方公共団体は、いずれかの比率
が早期健全化基準以上である場合には、財政の早期健全化のための計画（財政健全化計
画）を定めなければなりません。

総務費
全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管理に要する経費、本庁舎、戸籍、徴税、選
挙、退職手当などが計上されます。

た
第三セクター等改革
推進債

市が発行する市債のこと。第三セクター等の整理又は再生に伴う債務処理を円滑に実施する
場合のみ、その発行が国から許可されます。発行期間は平成２１年度から平成２５年度までの
時限措置となっています。

地価下落修正
土地の価格は、基準年度（３年ごと）に評価替えを行い、価格を決定します。その価格は原則と
して３年間据え置かれますが、地価の下落が認められる場合には、基準年度以外の年度で
あっても、基準年度の価格を修正することとなっています。

地方交付税

地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な
運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法
人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付する税。地方交付税には、一定の算式により
交付される普通交付税と災害等特別の財政事情に応じて交付される特別交付税があります。

地方債
建設事業などの資金として、また、地方交付税の減収による財源不足を補うなどのために、国
や銀行から借り入れるもの。地方債のうち府が借入れるものは府債、市が借入れるものを市
債といいます。

地方財政計画
地方公共団体における翌年度の歳入歳出総額について、全体の見込みを示したもの。地方交
付税法に基づき、年度ごとに内閣が作成し、国会で報告します。この計画は、地方交付税交付
金の配分を決めるときの基礎的な資料となるものです。

投資的経費
歳出を性質別に分けた場合の１区分。道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など社会
資本の整備に要する経費。普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっ
ています。

特定目的基金
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置されるもの。（当市において
は、ふるさとづくり基金、長寿ふれあい基金、緑化基金などがあります。）

都市計画税

都市計画税とは、固定資産税同様に毎年１月１日に、土地・家屋を市街化区域内等に所有し
ている方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金のこと。下水道整備・道路・
公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあて
るための目的税です。

土地開発公社
地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地を地方公共団体に代わって先
行取得することを主たる任務とし、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき設立された
特別法人のこと。

土木費
歳出を目的別に分けた場合の１区分。道路や橋りょうの整備・維持管理、雨水対策工事、下水
道特別会計への繰出金などが該当します。

は 評価替え

評価替えとは固定資産の価格の見直しのことをいいます。膨大な量の土地・家屋について、そ
の評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として３年間評価額
をすえ置く制度、言いかえれば、３年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。
また、この３年に１度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。

標準財政規模 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの。

府支出金

歳入の１区分。府から市に交付されるお金で、その使途が特定されているもの。生活保護費な
ど府においてもその責任を負う事務に係る費用を市と負担しあう場合の支出金である府負担
金、府知事・府議会議員の選挙等の都の事務を代行する場合の費用に係る支出金の府委託
金、特定の事業の奨励や財政援助のための補給金である府補助金の３種類があります。
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扶助費
歳出を性質別に分けた場合の１区分。生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、若
しくは市が単独で行っている各種扶助（現金又は物品、サービスの提供）に要する経費。生活
保護費、子ども手当、乳幼児医療助成などが該当します。

普通建設事業費
歳出を性質別に分けた場合の１区分。道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新
増設等の建設事業に要する経費のこと。

物件費
歳出を性質別に分けた場合の１区分。その性質が消費的なもので人件費、扶助費、補助費等
に分類されないもの。委託料や使用料、備品購入費、臨時職員の賃金などが該当します。

府内都市
大阪府内の政令指定都市（大阪市・堺市）及び町村を除いた都市のこと。現在府内には３１市
あります。

補助費等
歳出を性質別に分けた場合の１区分。公課費（自動車重量税など市が納める税金）や各種団
体への補助金、一部事務組合等への負担金などが該当します。

ま 民生費
歳出を目的別に分けた場合の１区分。各種の福祉、生活保護などに要する経費。国民健康保
険事業会計への繰出金や、児童手当、保育園の運営費などが該当します。

目的別歳出
地方公共団体の経費を、その行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、
農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類したもの。

ら 臨時財政対策債

国が地方交付税の配分に当たり、その財源である国税５税の不足分について地方と折半する
ことを趣旨として、発行可能額が国から示される地方債のこと。本来は地方交付税として国か
ら交付されるべき額を借入れています。後年度における元利償還金の１００％が普通交付税
の基準財政需要額に算入されることで、国による財源保障がされているため、実質的な地方
交付税であるといえます。

類似団体

総務省が毎年度作成する類似団体別市町村財政指数表に基づき、全国の市町村を「人口」と
「産業構造」の要素により分類したもの。地方公共団体が全国的な比較を行う場合、この類似
団体のなかでどのような位置にあるかをみます。平成２８年度以降の本市の類似団体は全国
で４９団体あり、大阪府内では池田市、守口市、泉佐野市、富田林市、松原市、箕面市、羽曳
野市があります。

河内長野市財政白書
　　　～平成３０年度（２０１８年度）決算版～

　　　作成：河内長野市　総務部　財政課

　　　　　　〒５８６－８５０１　河内長野市原町一丁目１番１号

　　　　　　Ｔ　 Ｅ　 Ｌ：（０７２１）５３－１１１１

　　　　　　Ｆ　 Ａ　 Ｘ：（０７２１）５５－１４３５

　　　　　　Ｅ－ｍａｉｌ：zaisei@city.kawachinagano.lg.jp

　　　　　　ホームページ：http://www.city.kawachinagano.lg.jp/
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